
令和３年４月１３日 

観光文化スポーツ部 

 

 報道機関 各位 

 

県民泊まってお出かけキャンペーン～やまがた春旅～について 

 

１ 目的 

  政府によるＧｏＴｏトラベルキャンペーンが再開されるまでの間、観光関連産業を

支援するため、県民を対象として、県内の宿泊・日帰り旅行代金の割引や土産物屋、

立寄施設、交通機関等で利用できるクーポンを発行する。 

 

２ 事業概要 

 （１）県民が県内宿泊施設に宿泊する際の割引を実施 

（宿泊旅行代金の１／２、上限５千円／人泊） 

 （２）県民が県内日帰り旅行を行う際の割引を実施 

（日帰り旅行代金の１／２、上限５千円／人） 

 （３）旅行期間中に地域の土産物屋や飲食店等で利用できるクーポンを発行 

（２千円／人） 

 

３ 事業期間 

  令和３年４月１６日（金）から５月３１日（月）宿泊分まで 

   ※ 宿泊予約も４月１６日（金）からとなります。 

※ 緊急事態宣言期間中は、本キャンペーンを適用した山形市民の方の利用及び

山形市内の宿泊施設等の利用は出来ません（予約は可能です）。 

 

４ 留意事項 

 （１）「県民限定」での利用とし、以下の対応を呼びかけることといたします。 

   ① 利用に際しては、新しい旅のエチケットを守ること、業種別の「感染拡大ガ

イドライン」を遵守している宿泊施設等を利用すること。 

   ② 「一人で」または「普段一緒にいる人と」利用していただくこと。 

 （２）今後の感染状況等によっては、対応を変更する場合があります。 

 

５ お問い合わせ先 

  やまがた春旅コールセンター（9:30～17:30） 

  【４月１５日（木）まで】090-1471-6989、090-1471-7022 

  【４月１６日（金）から】0570-087125 

担 当：観光文化スポーツ部観光復活戦略課 

    課長 西堀（023-630-2127） 

報道監：観光文化スポーツ部次長 西澤 


